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内訳表 街路樹病害虫駆除

費目 工種 種別 単位 数量 単価 金額 摘要

本委託費

薬剤散布（毛虫類・通常時間・散布想定300L） ﾄﾚﾎﾞﾝ乳剤 ｈ 1 ( 4.9979 %) 第１表参照

薬剤散布（毛虫類・AM6:00～AM7:00・散布想定600L） ﾄﾚﾎﾞﾝ乳剤 ｈ 1 ( 5.4091 %) 第２表参照

薬剤散布（毛虫類・AM4:00～AM6:00・散布想定600L） ﾄﾚﾎﾞﾝ乳剤 ｈ 1 ( 7.1704 %) 第３表参照

薬剤散布（ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・通常時間・散布想定300L） ｱﾃﾞｨｵﾝ乳剤 ｈ 1 ( 5.4035 %) 第４表参照

薬剤散布（ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・AM6:00～AM7:00・散布想定600L） ｱﾃﾞｨｵﾝ乳剤 ｈ 1 ( 6.2199 %) 第５表参照

薬剤散布（ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・AM4:00～AM6:00・散布想定600L） ｱﾃﾞｨｵﾝ乳剤 ｈ 1 ( 7.9816 %) 第６表参照

薬剤散布（ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・通常時間・散布想定300L） ﾏﾂｸﾞﾘｰﾝ液剤2 ｈ 1 ( 5.7650 %) 第７表参照

薬剤散布（ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・AM6:00～AM7:00・散布想定600L） ﾏﾂｸﾞﾘｰﾝ液剤2 ｈ 1 ( 6.9429 %) 第８表参照

薬剤散布（ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・AM4:00～AM6:00・散布想定600L） ﾏﾂｸﾞﾘｰﾝ液剤2 ｈ 1 ( 8.7046 %) 第９表参照

樹幹散布（ｶﾐｷﾘﾑｼ類・通常時間・散布想定50L） アクセルフロアブル h 1 ( 6.0986 %) 第１０表参照

樹幹散布（ｶﾐｷﾘﾑｼ類・AM6:00～AM7:00・散布想定75L） アクセルフロアブル h 1 ( 6.8542 %) 第１１表参照

樹幹散布（ｶﾐｷﾘﾑｼ類・AM4:00～AM6:00・散布想定75L） アクセルフロアブル h 1 ( 8.6160 %) 第１２表参照

樹幹注入材料 箇所 1 ( 0.8622 %) 第１３表参照

切除作業 ｈ 1 ( 4.2872 %) 第１４表参照

殺菌剤土壌注入作業（注入想定100L） 箇所 1 ( 3.1008 %) 第１５表参照

軽作業員（通常時間、AM6:00～AM7:00） ｈ 1 ( 1.1855 %) 第１６表参照

軽作業員（AM4:00～AM6:00） ｈ 1 ( 1.7825 %) 第１７表参照

交通誘導員（通常時間、AM6:00～AM7:00） ｈ 1 ( 1.1380 %) 第１８表参照

交通誘導員（AM4:00～AM6:00） ｈ 1 ( 1.7117 %) 第１９表参照

造園工 ｈ 1 ( 1.8050 %) 第２０表参照

普通作業員 ｈ 1 ( 1.6900 %) 第２１表参照

ライトバン ｈ 1 ( 0.5151 %) 第２２表参照

リフト車 ｈ 1 ( 1.7583 %) 第２３表参照

小計 100.0000 %

ゴミ処分費 ㎏ 1

委託費計



第  １  表 薬剤散布（毛虫類・通常時間・散布想定300L） １ｈ当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
造園工 人 0.125 R01
普通作業員 人 0.125 R02
薬剤 トレボン乳剤（原液、希釈して使用） L 0.075 Y04
展着剤 L 0.030 Y03
噴霧器運転 6.0ps ｈ 1.000 第２４表参照
トラック運転 2t ｈ 1.000 第２５表参照
諸経費 ％
＊＊１ｈ当たり＊＊

第  ２  表 薬剤散布（毛虫類・AM6:00～AM7:00・散布想定600L） １ｈ当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
造園工 人 0.125 R01
普通作業員 人 0.125 R02
薬剤 トレボン乳剤（原液、希釈して使用） L 0.150 Y04
展着剤 L 0.060 Y03
噴霧器運転 6.0ps ｈ 1.000 第２４表参照
トラック運転 2t ｈ 1.000 第２５表参照
諸経費 ％
＊＊１ｈ当たり＊＊



第  ３  表 薬剤散布（毛虫類・AM4:00～AM6:00・散布想定600L） １ｈ当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
造園工 人 0.188 R01
普通作業員 人 0.188 R02
薬剤 トレボン乳剤（原液、希釈して使用） L 0.150 Y04
展着剤 L 0.060 Y03
噴霧器運転 6.0ps ｈ 1.000 第２４表参照
トラック運転 2t ｈ 1.000 第２５表参照
諸経費 ％
＊＊１ｈ当たり＊＊

第  ４  表 薬剤散布（アブラムシ類・通常時間・散布想定300L） １ｈ当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
造園工 人 0.125 R01
普通作業員 人 0.125 R02
薬剤 アディオン乳剤（原液、希釈して使用） L 0.075 Y09
展着剤 L 0.030 Y03
噴霧器運転 6.0ps ｈ 1.000 第２４表参照
トラック運転 2t ｈ 1.000 第２５表参照
諸経費 ％
＊＊１ｈ当たり＊＊



第  ５  表 薬剤散布（アブラムシ類・AM6:00～AM7:00・散布想定600L） １ｈ当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
造園工 人 0.125 R01
普通作業員 人 0.125 R02
薬剤 アディオン乳剤（原液、希釈して使用） L 0.150 Y09
展着剤 L 0.060 Y03
噴霧器運転 6.0ps ｈ 1.000 第２４表参照
トラック運転 2t ｈ 1.000 第２５表参照
諸経費 ％
＊＊１ｈ当たり＊＊

第  ６  表 薬剤散布（アブラムシ類・AM4:00～AM6:00・散布想定600L） １ｈ当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
造園工 人 0.188 R01
普通作業員 人 0.188 R02
薬剤 アディオン乳剤（原液、希釈して使用） L 0.150 Y09
展着剤 L 0.060 Y03
噴霧器運転 6.0ps ｈ 1.000 第２４表参照
トラック運転 2t ｈ 1.000 第２５表参照
諸経費 ％
＊＊１ｈ当たり＊＊



第  ７  表 薬剤散布（アブラムシ類・通常時間・散布想定300L） １ｈ当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
造園工 人 0.125 R01
普通作業員 人 0.125 R02
薬剤 マツグリーン液剤2（原液、希釈して使用） L 0.600 Y10
展着剤 L 0.030 Y03
噴霧器運転 6.0ps ｈ 1.000 第２４表参照
トラック運転 2t ｈ 1.000 第２５表参照
諸経費 ％
＊＊１ｈ当たり＊＊

第  ８  表 薬剤散布（アブラムシ類・AM6:00～AM7:00・散布想定600L） １ｈ当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
造園工 人 0.125 R01
普通作業員 人 0.125 R02
薬剤 マツグリーン液剤2（原液、希釈して使用） L 1.200 Y10
展着剤 L 0.060 Y03
噴霧器運転 6.0ps ｈ 1.000 第２４表参照
トラック運転 2t ｈ 1.000 第２５表参照
諸経費 ％
＊＊１ｈ当たり＊＊



第  ９  表 薬剤散布（アブラムシ類・AM4:00～AM6:00・散布想定600L） １ｈ当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
造園工 人 0.188 R01
普通作業員 人 0.188 R02
薬剤 マツグリーン液剤2（原液、希釈して使用） L 1.200 Y10
展着剤 L 0.060 Y03
噴霧器運転 6.0ps ｈ 1.000 第２４表参照
トラック運転 2t ｈ 1.000 第２５表参照
諸経費 ％
＊＊１ｈ当たり＊＊

第  １０  表 樹幹散布（カミキリムシ類・通常時間・散布想定50L） １ｈ当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
造園工 人 0.125 R01
普通作業員 人 0.125 R02
薬剤 アクセルフロアブル（原液、希釈して使用） L 0.250 Y15
展着剤 L 0.005 Y03
噴霧器運転 6.0ps ｈ 1.000 第２４表参照
トラック運転 2t ｈ 1.000 第２５表参照
諸経費 ％
＊＊１ｈ当たり＊＊



第  １１  表 樹幹散布（カミキリムシ類・AM6:00～AM7:00・散布想定75L） １ｈ当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
造園工 人 0.125 R01
普通作業員 人 0.125 R02
薬剤 アクセルフロアブル（原液、希釈して使用） L 0.375 Y15
展着剤 L 0.0075 Y03
噴霧器運転 6.0ps ｈ 1.000 第２４表参照
トラック運転 2t ｈ 1.000 第２５表参照
諸経費 ％
＊＊１ｈ当たり＊＊

第  １２  表 樹幹散布（カミキリムシ類・AM4:00～AM6:00・散布想定75L） １ｈ当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
造園工 人 0.188 R01
普通作業員 人 0.188 R02
薬剤 アクセルフロアブル（原液、希釈して使用） L 0.375 Y15
展着剤 L 0.0075 Y03
噴霧器運転 6.0ps ｈ 1.000 第２４表参照
トラック運転 2t ｈ 1.000 第２５表参照
諸経費 ％
＊＊１ｈ当たり＊＊



第  １３  表 樹幹注入材料 100箇所　当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
薬剤 リバイブ 20ml×50本 付属品込 箱 2.00        
諸経費 ％
計
＊＊１箇所当たり＊＊

第  １４  表 切除作業 １h当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
造園工 人 0.125 R01
普通作業員 人 0.125 R02
トラック運転 2t ｈ 1.000 第２５表参照
諸経費 ％
＊＊１ｈ当たり＊＊



第  １５  表 殺菌剤土壌注入作業（注入想定100L） １箇所当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
造園工 人 0.062 R01
普通作業員 人 0.062 R02
薬剤 ﾌﾛﾝｻｲﾄﾞSC（ﾌﾛｱﾌﾞﾙ）（原液、希釈して使用） L 0.200 Y08
トラック運転 2t ｈ 0.500 第２５表参照
諸経費 ％
＊＊１箇所当たり＊＊

第  １６  表 軽作業員（通常時間、AM6:00～AM7:00） １h当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
軽作業員 人 0.125 R03
諸経費 ％
＊＊１ｈ当たり＊＊



第  １７  表 軽作業員（AM4:00～AM6:00） １h当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
軽作業員 人 0.188 R03
諸経費 ％
＊＊１ｈ当たり＊＊

第  １８  表 交通誘導員（通常時間、AM6:00～AM7:00） １h当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
交通誘導員B 人 0.125 R08
諸経費 ％
＊＊１ｈ当たり＊＊



第  １９  表 交通誘導員（AM4:00～AM6:00） １h当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
交通誘導員B 人 0.188 R08
諸経費 ％
＊＊１ｈ当たり＊＊

第  ２０  表 造園工 １h当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
造園工 人 0.125 R01
諸経費 ％
＊＊１ｈ当たり＊＊



第  ２１  表 普通作業員 １h当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
普通作業員 人 0.125 R02
諸経費 ％
＊＊１ｈ当たり＊＊

第  ２２  表 ライトバン 1500cc １h当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
ガソリン ﾚｷﾞｭﾗｰ L 2.7 T02
作業用ﾗｲﾄﾊﾞﾝ損料 1500cc ｈ 1.0 M10
諸経費 ％
＊＊１ｈ当たり＊＊



第  ２３  表 リフト車(12ｍ) １h当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
軽油 L 3.6 T01
リフト車損料 ﾌﾞｰﾑ型（直伸・屈折式）12m ｈ 1.0 M05
諸経費 ％
＊＊１ｈ当たり＊＊

第  ２４  表 動力噴霧機運転工 6.0ps １h当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
ガソリン ﾚｷﾞｭﾗｰ L 1.2 T02
動力噴霧機損料 6.0ps 日 0.125 M07
＊＊1h当たり＊＊



第  ２５  表 普通トラック運転工 2t １ｈ当たり

名称 規格･寸法 単位 数量 単価 金額 摘要
軽油 L 3.90 T01
普通トラック損料 2ｔ ｈ 1.00 M01
＊＊１ｈ当たり＊＊



街路樹等病害虫駆除委託仕様書 
 

本委託は、設計書、標準年間管理計画表、契約書及び本仕様書によるものとする。 

  

第１章 本委託業務の目的 
 

＜第１条＞ 

本委託業務は、街路樹・緑地等に発生した病害虫が、樹木の生育に支障を及ぼしたり、通行者・周 

辺住民等へ不快感を与えることのないよう、速やかに防除することを目的とする。  

 

第２章 作業場所 
 

＜第２条＞ 

作業場所は松戸市内の当課が管理する街路樹・公共樹林等(別途図面、一覧表参照)とする。 

 

第３章 作業内容 
 

第１節 切除作業 
 

＜第３条＞ 

アメリカシロヒトリ等、発生時期、樹種が特定できる病害虫については、発生初期に見回りを行い、

見つけ次第発生箇所の枝葉の切除を行うこと。 

また、その他の病害虫についても、切除作業による防除が可能な場合は切除作業を実施すること。 

 

＜第４条＞ 

切除作業は以下の点に留意して実施すること。 

・枝葉についている病害虫が落下しないように注意深く切り取ること。 

・切除した枝葉及び病害虫は、速やかに処分すること。 

・切除作業は周辺樹木、施設、工作物等に損傷が起きないように注意して行うこと。 

 

第２節 薬剤散布・樹幹散布 
 

＜第５条＞ 

薬剤散布・樹幹散布においては、定期的に散布することはせず、病害虫の発生状況や散布箇所の

周辺環境等に留意して適宜実施すること。 

 

＜第６条＞ 

薬剤散布・樹幹散布は以下の点に留意して実施すること。 

 

・毛虫類にはトレボン乳剤、アブラムシ類にはアディオン乳剤、カミキリムシ類にはアクセルフロア

ブルの使用を原則とするが、市担当者より特に指示があった場合にはアブラムシ類にマツグリーン

液剤２を使用すること。使用に当っては、農薬の容器又は包装に記載されている表示事項に基づ

き、希釈倍数等定められた使用方法を遵守すること。用途目的に応じて他の薬剤の使用が必要な

場合は、市担当者と協議の上使用するものとし、使用方法については前述の通りとすること。 



 

・散布する際は風向き、ノズルの向き等に注意するなど、薬剤の飛散防止に努めること。また、降

雨、風の強い日は散布を中止すること。 

・薬剤を散布する場合は、７日以上前に散布箇所及び交差点付近等、人目につきやすい箇所に

事前告知板を設置し、周知に努めること。その他の周知方法が必要と認められる場合は、事前

に市担当者と協議したうえで、十分に配慮すること。なお、作業に緊急を要する場合の周知方法

については市担当者との協議により決定するものとする。 

・薬剤散布終了後は、設置してある事前告知板を利用して、実際に散布を行った日を掲示するこ

と。事前告知板については、作業を行った日から７日以上経過してから撤去すること。 

・散布する際に、散布区域内に車両や歩行者等が入らないよう措置を講ずること。 

・使用する水は受託者の負担とする。 

 

第３節 樹幹注入 

 

＜第７条＞ 

樹幹注入は以下の点に留意して実施すること。 

 

・薬剤はリバイブを使用し、使用に当っては、農薬の容器又は包装に記載されている表示事項に

基づき、使用方法を遵守すること。 

・作業の実施時期、実施箇所については、事前に市担当者と協議すること。 

・作業に伴い、作業実施箇所及び交差点付近等、人目につきやすい箇所にお知らせ板を設置し、

作業を行った日を掲示すること。お知らせ板については、作業を行った日から７日以上経過して

から撤去すること。 

・作業の際は、作業員以外の者が薬剤に触れないよう十分注意すること。 

 

第４節 殺菌剤土壌注入 

 

＜第８条＞ 

土壌注入は以下の点に留意して実施すること。 

 

・薬剤はフロンサイドＳＣ(フロアブル)を使用し、使用に当っては、農薬の容器又は包装に記載され

ている表示事項に基づき、使用方法を遵守すること。 

・作業の実施時期、実施箇所については、事前に市担当者と協議すること。 

・作業に伴い、作業実施箇所及び交差点付近等、人目につきやすい箇所にお知らせ板を設置し、

作業を行った日を掲示すること。お知らせ板については、作業を行った日から７日以上経過して

から撤去すること。 

・作業の際は、作業員以外の者が薬剤に触れないよう十分注意すること。 

・使用する水は受託者の負担とする。 

 

第５節 ゴミの処理 

 



＜第９条＞ 

本委託業務により発生するゴミ（切除した枝葉等）については分別を行い適正な処理をすること。ま

た、処分したゴミの計量伝票（重量記載）の写しを報告書と一緒に提出すること。 

 

＜第１０条＞ 

切除した枝葉等の運搬にあたっては、過積載防止を厳守するとともに関係法令の定めに従うこと。 

第４章 その他 
 

第１節 作業時間 
 

＜第１１条＞ 

作業時間は、作業の準備に要する時間、作業の後片付けに要する時間を含めるものとする。 

 

＜第１２条＞ 

作業時間は午前８時から午後５時までの間を基本とする。ただし、日中の薬剤散布に当たり、車両

や歩行者の通行量が多く、散布区域内の立入りを制限することが困難な場所に限り早朝（AM4:00～

AM7:00）に作業を行うこと。その場合は事前に市担当者と協議すること。 

 

 

＜第１３条＞ 

薬剤散布区域の近隣に学校や通学路等がある場合には、散布の時間帯に十分に配慮すること。 

 

第２節 予定作業数量 
 

＜第１４条＞ 

年間の予定作業数量は下記の表とする。 

 

 

 

作業項目 予定数量 備考 

薬剤散布 毛虫類（通常時間） ８３時間  

薬剤散布 毛虫類（AM6:00～AM7:00） ５時間  

薬剤散布 毛虫類（AM4:00～AM6:00） １１時間  

薬剤散布 アブラムシ類（通常時間） 
１３時間 

アディオン乳剤     １０時間 

マツグリーン液剤 2    ３時間 

薬剤散布 アブラムシ類（AM6:00～AM7:00） 
  ３時間 

アディオン乳剤     ２時間 

マツグリーン液剤 2   １時間 



薬剤散布 アブラムシ類（AM4:00～AM6:00） 
 ３時間 

アディオン乳剤     ２時間 

マツグリーン液剤 2   １時間 

樹幹散布 カミキリムシ類(通常時間） ５時間 アクセルフロアブル  ５時間 

樹幹注入材料 １００箇所  

切除作業 １２０時間  

殺菌剤土壌注入作業（100ℓ/箇所） １５箇所  

軽作業員（通常時間、AM6:00～AM7:00）  ５時間  ・薬剤散布時の補助業務 

軽作業員（AM4:00～AM6:00）  ５時間  ・薬剤散布時の補助業務 

交通誘導員（通常時間、AM6:00～AM7:00） ４０時間  

交通誘導員（AM4:00～AM6:00） ５時間  

造園工 ５時間  ・樹幹注入作業 

普通作業員 

４０時間 

 ・事前告知作業 

 ・告知板等撤去作業 

 ・樹幹注入作業 

ライトバン 

４０時間 

 ・事前告知作業 

 ・告知板等撤去作業 

 ・樹幹注入作業 

リフト車 ３５時間  

切除作業に伴うゴミ処分 １，０００㎏  

 

第３節 安全対策 
 

＜第１５条＞ 

受託者は関係法規の定めるところにより、常に安全管理に必要な処置を講じ、労働災害の発生の

防止に努めること。近年、夏期が猛暑となることが多いことを鑑み、熱中症対策については特に留

意すること。また、第三者に業務による損害を与えないよう十分な対策を講じること。 

 

＜第１６条＞ 

作業に従事する者は、必要に応じてヘルメット、安全靴、安全帯、保護眼鏡など作業に適した保護

具を着用し、安全対策を講じること。 

 

＜第１７条＞ 

作業の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を与えた事故、または、第三者に損害を与えた事故

等が発生した場合は、受託者の責任において所要の措置を講じるとともに、事故の状況等を遅滞な



く市担当者に報告すること。 

 

第４節 作業報告 
 

＜第１８条＞ 

作業を実施する日は、必ず朝９時までに市担当課まで連絡し、当日の作業内容について報告し、必

要に応じ指示を受けること。その後、現場の状況などにより、作業場所、作業内容等に変更が生じる

場合は、その都度市担当者に報告すること。また、作業終了時には、その日の作業状況について報

告すること。 

 

＜第１９条＞ 

報告書の作成に当たっては、作業日毎に、作業日報及び当日の作業の作業中の写真帳を作成し、

各月末に提出すること。 

 

＜第２０条＞ 

作業日報には以下のことを明記すること。 

 

・委託名称 

 ・作業日 

 ・作業時間 

 ・天気 

 ・作業班構成(作業員名含む) 

 ・作業場所 

 ・作業内容 

 ・ゴミの処理(量、内容、搬出先) 

 ・市連絡担当者名 

＜第２１条＞ 

受託者は各月末までに翌月に行う作業の予定を市担当者に報告し、市担当者の承認を受けるこ

と。 

 

＜第２２条＞ 

薬剤を使用した作業日、作業場所、作業対象、使用薬剤名、使用量、希釈倍数を明記した記録簿を

提出するとともに、３年間保管すること。 

 

 

第５節 記録写真 
 

＜第２３条＞ 

作業を行う際には、各作業場所毎(同一作業場所で複数の内容の作業を行う場合はそれらの作業

内容毎)に、作業中の写真を撮影すること。ただし切除作業における記録写真は作業前・中・後の写

真を同一の構図で撮影すること。 

 

＜第２４条＞ 

写真の撮影に際しては、以下に示す項目を黒板等に明記し、被写体とともに写し込むこと。 



 

・委託名称 

・作業場所 

・作業内容 

・撮影日、撮影時間 

  ・作業進捗状況(作業前・中・後の種別) 

 

また、撮影に際しては、各作業日毎に下記項目が写真によって確認できるよう留意すること。 

  ・作業人員の配置状況 

  ・作業中に使用した機材の使用状況 

  ・ヘルメット、安全帯、保護眼鏡の着用等の安全対策 

  ・交通誘導員を配置した場合、その配置状況 

 

＜第２５条＞ 

撮影した写真は電子媒体または紙媒体で当該委託の翌年度末まで整備・保管しておくこと。 

 

第６節 休日の作業 

 

＜第２６条＞ 

原則として土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休

日は作業を実施しないものとする。ただし市が必要と認めた場合はこの限りではない。 

 

第７節 関係法規の遵守 
 

＜第２７条＞ 

受託者は業務の履行にあたり、関係法令、条例及びその他の諸規定を守り、作業の円滑な進捗を

図るものとする。 

 

第８節 疑義の解決 
 

＜第２８条＞ 

受託者は、契約に定める事項について疑義を生じた場合は発注者と協議をすること。 

 

 

第９節 地元住民の対応 

 
＜第２９条＞ 

受託者は、業務に関し、地元住民等から要望などがあったとき、または交渉を要するときには、遅

滞なく市担当者に報告し、指示を受けること。 

 

第１０節 本仕様書に記載のない事項 
 

＜第３０条＞ 

本仕様書に定めのない事項は市担当者の指示によるものとする。 



標準年間管理計画表（街路樹等病害虫駆除委託）

作 業 項 目 備 考

ｳﾒｹﾑｼ､ｱﾌﾞﾗﾑｼ､ﾁｬﾄﾞｸｶﾞ､ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ､ｲﾗｶﾞ､ﾓﾝｸﾛｼｬﾁﾎｺ、ｸﾋﾞｱｶﾂﾔｶﾐｷﾘ等

ｱﾌﾞﾗﾑｼ、ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ等

ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘ

8月 9月 10月 11月

ｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘの被害が出始める
10日程前に行うこと。

殺  虫  剤  散  布
（ 早 朝 ）

殺　虫　剤　散　布
（ 通 常 時 間 ）

樹  幹  注　入

6月 7月

主にｱﾒﾘｶｼﾛﾋﾄﾘの巣のある
枝を対象とする。

白紋羽病対策
(主にサクラ）

切  除  作  業

殺菌剤土壌注入作業

12月 1月 2月 3月4月 5月
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12 

NO.    街路樹 NO. 街路樹 NO. 街路樹 NO. 街路樹 NO. 街路樹 NO. 街路樹 

1 ﾄﾁﾉｷ 16 ｸｽﾉｷ 31 ｱﾒﾘｶﾌｳ 48 ｹﾔｷ 64 ｿﾒｲﾖｼﾉ 82 ﾏﾃﾊﾞｼｲ 

2 ｱﾝｽﾞ 17 ｿﾒｲﾖｼﾉ 32 ﾔﾏﾓﾓ 49 ﾊﾅﾐｽﾞｷ 65 ｲﾁｮｳ 83 ｸｽﾉｷ,ｴﾝｼﾞｭ 

3 ﾏﾃﾊﾞｼｲ 18 ｲﾁｮｳ 33 ﾌﾟﾗﾀﾅｽ 50 ﾔﾏﾓﾓ 66 ﾄｳｶｴﾃﾞ 84 ｿﾒｲﾖｼﾉ 

4 ｹﾔｷ 19 ﾆｾｱｶｼｱ 35 ｷｮｳﾁｸﾄｳ 51 ｱﾒﾘｶﾌｳ 67 ｱﾒﾘｶﾌｳ 85 ﾊﾅﾐｽﾞｷ 

5 ｹﾔｷ 20 ｻﾄｻﾞｸﾗ 36 ｺﾌﾞｼ,ｻﾙｽﾍﾞﾘ 52 ﾄｳｶｴﾃﾞ 68 ｿﾒｲﾖｼﾉ 86 ﾊﾅﾐｽﾞｷ 

6 ｿﾒｲﾖｼﾉ 21 ｹﾔｷ 37 ﾄﾁﾉｷ 53 ｸｽﾉｷ 69 ﾄｳｶｴﾃﾞ 87 ﾊﾅﾐｽﾞｷ 

7 ﾄｳｶｴﾃﾞ 22 ﾀｲﾜﾝﾌｳ 38 ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ 55 ｹﾔｷ 70 ﾄｳｶｴﾃﾞ 88 ﾄﾁﾉｷ 

8 ｹﾔｷ 23 ｿﾒｲﾖｼﾉ 39 ﾅﾝｷﾝﾊｾﾞ 56 ｹﾔｷ 74 ﾊﾅﾐｽﾞｷ 89 ﾊﾅﾐｽﾞｷ 

9 ｱﾒﾘｶﾌｳ 24 ｱﾒﾘｶﾌｳ 40 ｷｮｳﾁｸﾄｳ 57 ｴﾝｼﾞｭ 75 ﾄﾁﾉｷ、ﾊﾅﾐｽﾞｷ 90 ﾊﾅﾐｽﾞｷ 

10 ﾄﾁﾉｷ 25 ｿﾒｲﾖｼﾉ 42 ﾏﾃﾊﾞｼｲ 58 ｸｽﾉｷ,ｷﾝﾓｸｾｲ 76 ﾕﾘﾉｷ 93 ｱｷﾆﾚ 

11 ｴﾝｼﾞｭ,ｶﾂﾗ 26 ｱﾒﾘｶﾌｳ 43 ｸｽﾉｷ 59 ｹﾔｷ 77 ﾆｾｱｶｼｱ,ﾊﾅﾐｽﾞｷ 94 ﾊﾅﾐｽﾞｷ 

12 ﾕﾘﾉｷ 27 ﾄｳｶｴﾃﾞ 44 ｵｵｼﾏｻﾞｸﾗ 60 ｲﾁｮｳ 78 ﾆｾｱｶｼｱ,ﾊﾅﾐｽﾞｷ 96 ﾊﾅﾐｽﾞｷ 

13 ﾏﾃﾊﾞｼｲ 28 ｲﾁｮｳ 45 ｿﾒｲﾖｼﾉ 61 ｸｽﾉｷ 79 ｹﾔｷ 97 ﾕｰｶﾘ 

14 ﾏﾃﾊﾞｼｲ 29 ｲﾁｮｳ 46 ﾕﾘﾉｷ 62 ﾔﾏﾓﾓ 80 ｹﾔｷ   

15 ｲﾁｮｳ 30 ﾄﾁﾉｷ 47 ｻﾙｽﾍﾞﾘ 63 ｸｽﾉｷ 81 ｹﾔｷ     

街路樹・公共樹林等配置図 
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S11
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G4 

G5 

G6 

G11 

F6 

F1 

F4 

F3 

F2 

F7 

F5 

F8 

F9 

F10 

NO. 公共樹林地 

F1 大谷口緑地 

F2 二ツ木観音下緑地 

F3 八ヶ崎緑町緑地 

F4 竜房緑地 

F5 千駄堀緑地 

F6 カンスケ緑地 

F7 寒風台 2 号緑地 

F8 矢切緑地 

F9 秋山緑地 

F10 高塚丸山緑地 

F11 東平賀源内緑地 

S7 

S8 

S9 

S10 

S12

G2 

G3 

G7 

G10 

G12 

G13 

G14・17 

G15 

G16 

B1 

B2 

B4･5･6 

B7 

B8 

B10 

B12 

B14 

B15 

NO. 公共緑地 

G1 達磨遺跡 

G2 行人台緑地 

G3 千駄堀処分場通り 

G4 常盤平北口緑地 

G5 牧の原緑地 

G6 六高台 5 丁目遊歩道 

G7 馬橋相坪緑地 

G8 北松戸 1 丁目緑地 

G9 登校橋緑地 

G10 北谷台 2 号緑地 

G11 梨香台緑地 

G12 伊勢丹周辺植栽地 

G13 本町地区坂川沿い植栽地 

G14 五香西 2 丁目緑地 

G15 河原塚 2 号緑地 

G16 五香立体緑地 

G17 もとやま会館隣接緑地 

NO.   グリーンベルト 

B1 二三ヶ丘 

B2 新松戸 

B3 北小金 

B4 横須賀1号 

B5 横須賀2号 

B6 横須賀ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ 

B7 馬橋立体中央分離帯 

B8 新松戸ｹﾔｷ通り 

B9 坂川親水ﾌﾟﾛﾑﾅｰﾄﾞ 

B10 小金原 

B11 上本郷 

B12 六実 

B13 二十世紀が丘 

B14 八柱 

B15 常盤平支所前 

NO.  駅前ロータリー 

S1 北小金駅南口 

S2 新松戸駅西口 

S3 馬橋駅西口 

S4 北松戸駅東口 

S5 上本郷駅南口 

S6 八柱駅北口・南口 

S7 常盤平駅南口 

S8 五香駅西口 

S9 松飛台駅北口 

S10 東松戸駅 

S11 秋山駅 

S12 矢切駅 

F11 
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